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シンポジューム t

市民・消費者の立場で

保川 大阪公衆衛生協会の学術部，衛生部会長を仰

せつかっております港保健所の保川と申します。かね

てから，公衆衛生におけるボランティア活動の草分け

といたしまして知られております大阪公衆衛生協会が

昨年再編成されまして，総務部，組織部，学術部，事

業部の 4部制となり，学術部の従来の行政部門，ある

いは職能区分による恵門部会制—例を申し上げます

と衛生監視，公衆衛生看諷学校保健，医療保障，そ

ういったような専門部会制から保健，衛生，教育の 3

つの部会制に組織がえされたわけでございます。

学術部のほうは，いま申し上げました 3つの部会が

ございまして，アプローチのしかたの違いはございま

すが，従来より以上に節度を越えて幅広く，公衆衛生

の課題に取り組み，ボランティア活動の場におきまし

て，大いに自由に，意欲的に研究を行なうことにより

まして，あすの公衆衛生の道を開拓しようという意図

に基づくものでございます。

会員の方々には，学術部の 3つの部会がございます

が，そのいずれかに属していただきまして， 日常の部

会活動に参加していただくわけでございますが，こう

いう観点から学術部におきましても志を同じくし，意

欲に燃えた多数の有能な人材のご参加をいただきます

ために，いろいろと魁力のある企阿を用意いたしてお

ります。

本日のシンボジュームもまさにそのひとつでござい

ますが，このほかにもテーマ別の常駐研究委員会，ぁ

るいは総合的，専門的な研修，あるいは各種の研究集

会などございますので，今後は行政機関，民間，大学

の別を問わずにふるってご参加くださいますように，

本日のシンポジュームの設けられました背景を一言ご

紹介いたしました次第でございます。

それでは，さっそくシンポジュームを始めさせてい

ただきます。

朝倉 本日のシンボジュームの司会をつとめます，

阪大の朝倉でございます。

きょうのシンボジュームの企画の趣旨等につきまし

ては，ただいま保川先生からご説明がございましたけ

れども，公衆衛生協会が長い間停滞ぎみであって，そ

れがここ 1年間ほどかかって再建しているのですけれ

ども，この最初の事業といたしまして本行事を取り上

げたということは，いろんな意味で意義があろうと思

います。

従来とも衛生行政が消費者の利益保護の立場からや

られているということは間迩いないと息いますけれど

も， しかし一方，巷間にはどうも衛生行政が一一具体

的には，保健所の行政がともすれば一般市民の利益か
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ら離れて，衛生行政の食品衛生とか，監視とかいう本

日のテーマに関係あるぶんにとりましても，役所は業

者のほうへ向き過ぎているのじゃないかというふうな

批判も率直に言いまして、なかったとはいえないと思

います。

そういうふうなことはやはりその段階において克服

いたしまして，もっと市民の立場消費者の立場から

行政を展開していくということが必要ではないか，そ

れこそ公衆衛生協会なんかができたゆえんにもつなが

るし，その意味からもこういうテーマを取り上げるこ

とは非常に時宜に適したものではないかというふうな

ことを考えまして，木n開催する沌びになったわけで

ございます。

ではさっそく，奥村先生から消費者基本法ができた

背景ないし生活基本法の理念と申しますか，そういう

ものにつきましてお話を伺いたいと思います。

奥村 まず申しあげたいのは理念についてでござい

ます。消喪者問題に関する行政が消費者行政であり，

民間からの運動が消四者運動とされて，その場合の消

費者問題というのは，いわゆろ商品悪の問題をいうこ

とでございます。すなわち，粗悪な商品であるとか，

あるいは不衛生な商品，危険な商品，法外な価格の商

品，そのほか不当な椋示，あるいは包装，さらに誇大

ないしは虚偽の広告，こういうように商品の屈性に関

する悪の問題です。

これはやはり消費者の生活福祉という立場から考え

まして，そういうものは生活福祉を阻害するというの

で，悪というようにいうわけですが，この商品悪の問

◇ 出席者◇
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題をということでございます。

こういうわかり切ったことを，なぜ特に,11しあげた

いかといいますと， 日本の場合はいろいろとジャーナ

リズムからの教育を受けまして，消費者物価問題が消

費者問題であるというような錯覚をされているわけで

ござLヽます。

私は，先ほどの商品悪の問酒の中に，この法外な価

格の府品というのを数えました。この場合の価格問題

と，いまの消費者物価問題とは質的に違う問題でござ

います。

消費者物価問題というのは，年々 6飴， 79'るも消費

者物価という物価の水準が上がると，これを消費者の

立場からみますと，それほど所得は上がらない，生活

は苦しくなる。これは食うに困るという問題ではござ

いませんけれども，いわゆる世間並みの 社会が生

産した商品を購入することができないという，そうい

う生活問姻として， これが提起されているわけです。

その場合に，特定の商品がべらぽうな価格で売られ

ているという問題と，年々，物価水準が上がるという問

題とは，範囲が迩うのでございます。あとの問題は，

むしろ所得の問題である。こういう区別をはっきりし

ておきませんと，消費者行政当局がその問題に取り組

もうといたしましても，そういう権限をもっておりま

せん。

それぞれの問題に対してはそれに対応するところの

行政があり，民間からの運動の方法があるわけでござ

います。いまみずから解決できないような問題に対し

て，取っ組んでおるという，しかも本来解決しなければ

ならない問題がないがしろにされている，こういうよ

うな事態でございますので，私は特に消費者問題，消費

者行政が対応すべき問題は何であるかと，それは商品

悪の問題であるということを初めに明確に申し上げて

おきたい。消費者物価問題とは違うということです。

それから第二に申し上げておきたいのは，この消費

者行政の理念ということになっておりますけども，私

は，外国の例をみましても，いわゆる消費者の真の利

益を擁護するような立法なり，行政というものは行な

われていないと思うんです。むしろこの消費者行政と

いわれるのは，産業行政のある発展段階にあらわれた

ところの産業行政をいう，というように大胆に私は解

釈をしておきたいと思うのです。

この産業行政の発展段階，高度の発展段階の産業行

政を消費者行政という名前で呼んでおるのだという考

え方でございます。

すなわち，生朋力というものが技術革新によりまし

て，非常に進歩いたします そういたしますと，消
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費者自身が高度な知識をもって選択いたしませんと，

それに対応することができない。すなわち，産業の高

度化の条件として消費者の高度化が要求される段階に

入るわけです。のみならずそういう競争が非常に激し

くなりますと，商業道徳のほうは，商業倫理のほうは

非常に低下をいたしまして，人をだますような商品も

排出するような危険なりー一実際そういうことが横行

するようになってくるわけです。

つまり，一方において高度の技術に耐えられるよう

な消費者が要求されると同時に，他方においては消費

者をだますような行為が横行するということになるわ

けです。この段階になりまして，それに対応するひと

つの行政の姿勢が消費者行政と，こういうように言わ

れているというわけでございます。

したがいまして，私は，この消費者行政，あるいは

消費者立法といわれるものの本質は，やはり産業行政

のある，質的に発展した段階をいうわけで，本質的に

はやはり産業行政ではないかというひとつの解釈をす

るわけでございます。

わが国においても，昨年の 5月に「消費者保護基本

法」というものが成立をいたしまして， これは，政府

においても，地方自治団体においても，あるいは業界

においても，消費者においても新しい心がまえの意識

革命を要求するところの法律でございます。これは単

なるこういうひとつの心がまえを規定するような法律

でございますけれども，附帯決議に，いわゆる消費者

行政に関係のあるところの立法の強化拡充が規定され

ております。衆議院及び参議院の，こういう審査委員

会における附帯決議が戟っております。例のJI Sの

日本工業椋準化法，あるいはJASの腹林規格物資法

であるとか，あるいは通産省の家庭用品品質取締法で

あるとか，あるいは食品衛生法であるとか，あるい独

占禁止法に基づくところの不当景品及び不当表示取締

法，こういう一連の消費者立法と称せられるものの拡

充ないし強化が規定されております。これはまあ当然

のことだと思うんですね，そういう基本法，意識革命

を訴える基本法ができると同時に，そういうようない

ままでの立法についての改正がなされなければならぬ

のは， これは当然でございます。

これは，まだ実際にはなかなか進んでおりませんけ

れども，当然やらなければならぬ段階にきておるんで

す。けれども，その場合に，いまの日本の場合にはま

だ革命は不十分でして，私から申しますと，たとえば，

J I Sの場合でももっと JI Sの対象品目を広げると

か，食品衛生法の場合でも範囲を広げるということで

あって，質的な規定というものが私はまだ不十分だと

思うんですね。品質であるとか，あるいは栄薬という

ものに対して， もっと一定の基準を設けるべきではな

かろうか，つまり，食品衛生法ですと無害—有害で

あってはいかぬと，無害ということであってプラスの

面はないわけですね。しかし，いまのような消費者保

護基本法，これも私が先ほど申しましたように，ひと

つの産業立法の延長線上にあるもんだと思うわけです

けれども，それが，そういうひとつの立法が成立する

というからにはそこにやはりその関連するところの法

律も質的な変化がなきゃならぬ。食品についてももっ

と品質であるとか，栄旋についての基準をうたうべき

ではなかろうかと，こういうように思うわけです。

そういうわけで私は非常に大胆な言い方でございま

すけれども，日本の現在の消費者立法であるとか，あ

るいは消費者行政といわれるものの本質というものを

考えた場合に，やはりこれは産業立法であり，産業行

政のある発展段階のひとつの呼び方ではないかと，こ

ういうように規定をしておきたいと思うんです。

それから申すまでもなく，いままで申し上げたこと

によって，その消費者問題，消費者行政が担当すると

ころの範囲は，要するに鹿品悪の問題に対決するんだ

と，まあこういうことが当然言えるんではなかろうか，

消費者物価問題というのは別の行政に属する問題であ

ると，まあこういうように思うわけでございます。

行政面からの問題点

朝倉 ありがとうございました。いま奥村先生から

は消費者基本法というものの性格について根本的なひ

とつの解釈をくだされたわけであります。つまり，消

費者基本法というけれども，これは根本はひとつの産

業立法であるというふうなお話でございました。

こういう立場もふまえまして， じゃ，実際の行政を

やる立場からは，この法案はどのように理解していら

っしゃるかということにつきまして，全般的な消費者

保渡基本法の性格，それから特に衛生行政とかかわり

のある点は，どういうところに問題があるかというふ

うなことをひとつ大阪府の黒川係長からお願いをした

いと思います。

黒川 私の担当といたしましては，消費者保護基本

法の解説的なことをやってみたいと思います。

最近非常に経済界が発展し，われわれの生活も非常

に向上してまいっておるわけでございますけれども，

その反面，いろいろな商品悪の問題，あるいはサービ

スに関するいろいろな不都合な問題，不当な品質表示

とか，誇大広告とか，虚偽な広告とか，そういうよう

な問題が生じてきておるわけでございます。
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こういうふうな消費生活をめぐる問題につきまして

は，かってケネディ大統領が議会に送りました教書の

中で，消費者の利益保護に関しまして基本的には消費

者には四つの権利があるのだというふうに述べており

ます。

これは何かといいますと，安全であることの権利，

知らされる権利，選択できる権利，それから意思が反

映される権利であります。こういう四つの権利を消費

者の基本的な権利というふうに考えまして述べておる

わけでございますが，具体的に申しますと，安全であ

ることの権利とは，消費者の購入する商品とかサービ

ス，そういうものが社会的基準に照らして正常な品

質，内容をもっており，また安全，あるいは衛生など

の面で危険でないこと，消費者はそのようなものを供

給される権利があるということであります。

それから第二番目は知らされる権利でございます

が，購入しようとする商品とかサービスにつきまし

て，品質，その他の取り引き条件について，必要にし

て十分な情報の提供を受けること，梢費者はそのよう

な情報の提供を受ける権利があるのではないかという

ことでございます。

第三番目の選択の権利でございますが，購入する商

品やサービスにつきまして，価格，その他の取り引き

条件が公正，かつ自由な茜争によって形成されるこ

[
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[bl.と，そういうことによって，消費者はみずから望むままに商品を選択することができるというのが選択の権

利であります。

それから第四番目の意思が反映される権利でありま

すが，消費者のいろんな意向が国，あるいは地方公共

団体，さらには事業者なんかにも十分反映されるこ

と，そのようなことが意思反映の権利であります。以

上がケネディ大統領が言いました，消費者の四つの権

利でございます。

それで， この消費者保護基本法につきましても，内

容をながめました場合，そのような消費者の保護に関

する四つの権利がうまく織り込まれておるというよう

に思うのでございます。

4碑の4月9日に，自民，民社，社会，公明四党共

同の議員提案の形で消費者保護基本法案が国会に提出

されたのであります。

それで，いろいろと審議されたわけでございます

が，昨年5月30日にこのような形で制定されたのであ

ります。この基本法の特色でございますけれども，先

程もお話がありましたが，端的に申しますと国，地方

公共団体，事業者および消費者はそれぞれこういうこ

とをやりなさいという，いわゆる訓示規定でございま

して，こういうふうにして消費者利益の擁護と増進を

はかっていこうという訓示をしたという形になってお

ります。

この基本法の内容でありますが，この法律は， 4つ

の章と20の条文からなっておりまして，基本法の常と

いたしまして国の責務が第2条に掲げられておりま

す。国は経済社会の発展に即応して消費者の保護に関

する総合的な施策を策定し，およびこれを実施する責

務を有する。まず国の責任を明確に示しております。

それから第3条では，地方公共団体の資務というこ

とで，地方公共団体は国が行なう施策に準じて消費者

保護のための施策を講じていくのですが，その際その

地方地方によりまして，非常に社会的，経済的条件の

相異がありますので，それぞれその地方の実情に即し

た施策を策定して実施する必要があるとしています。

ところで，非常に注目すべきことは何と申しまして

も，第4条に事業者の資務ということで供給する商品

及び役務ー一これはサービスのことですが一ーそうい

うものに関して事業者は危害の防止とか，適正な計

且，あるいは表示の実施等，必要な措屈を講ずるとと

もに国や地方公共団体が実施する施策に協力をしなけ

ればならないと定めていること，また，それとともに

¥業者が，自分の供給した商品とかサービスに関し

て，最終的に苦tけの適切な処理につとめなければなら

ないということをはっきり吾いている点であります。

それから，少しかわっておりますのは，消費者の役

割りということで，消費者自身に関する問題点をここ

に掲げたということであります。国や地方公共団体が

いろいろな施策を講じていくわけでありますが一—i肖

費者自身も自分から進んで消費生活に関する必要な知

識を修得しなければならない，あなたまかせではだめ

だということ，また消費生活の安定向上のために積極

的な役割りを果たさなければならないということをこ

こに掲げている点であります。

先ほどもお話しがありましたが，商品悪の問題，か

つてはどちらかと言えば，買い手ご用心の経済といい
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ますか，悪い品物をつかまされるのは，その人の判断

が悪かったからだというような商取引であったわけで

ありますが， もちろんこれからは売り手である事業者

が先程のような責務を負わなければならないことはも

ちろんですが，消費者の方も勉強して，そういうこと

のないようにしむけていく努力が必要だ。すなわち買

い手ご用心の経済から売手責任主義の経済に変えてい

かなければならない。この消費者の役割りについては

このようなことが言外に含まわていると解釈するので

あります。

それから先ほどもお話しが出ましたが，法制上の措

置ということで，いろんな関連法規をこれから改正し

ていかなければならないということが，第6条にうた

われております。終りの方で，消費者保護会議という

ものが出てまいりますが，実は去年の8月6日にこの

消費者保護会議が開かれまして，関係省庁からそれぞ

れの所掌する法令につきまして改正方針が提出されて

おります。後ほど食品衛生法，薬宜法関係につきまし

ては多少お話し申し上げたいと思います。

次に第2章でございますが，これは消費者の保設に

関する施策等ということで，先程お話ししましたケネ

ディ大統領の梢費者の4つの権利が非常にうまく織り

込まれていると思います。

ここでご注目いただきたいのは，第7条と第9条，

第10条とくに第9条をごらんいただきたいと思うの

ですが，規格の適正化ということで， J I Sとか， J 

ASとかいろんな規格がございますが，そういうふう

な適正な規格を整備することに関しまして，制定とい

うことばを使わずに，規格を整備するということばを

使っている点でございます。

次に，この法律のいまひとつの特色は，先ほども奥村

先生からお話しがございましたが，現在の消費者問題

といいますものは，物価の問題がどちらかといえば，

重要な問題ではないかというふうに理解されがちでご

ざいますが，この基本法では物価の問題に関しまして

は，私企業ベースできまる物価については，公正，か

つ自由な競争条件が保たれるようにする必要があると

いうことと，公共料金については，その決定に際し，

消費者に与える影愕を十分考慮しなければならないと

いうように書いているだけにとどまっております。

第12条には，消費者教育の問題を書いております。

実は，私どもが現在主として推進しておりますのが

この消費者教育の問題でございます。消費者が自主性

をもって健全な消費生活を営むことができるように，

商品とかサービスに関する知識の普及や梢報の提供，

あるいは生活設計に関する知識の普及など，たえず消

費者啓発に努めている次第であります。なお，これら

啓発活動を効果的に推進するには，衆議院の付帯決議

にもありますように，総合的な機能をもった消費生活

センターというものの設置が必要じゃないかというこ

とで，皆さま方もすでに新聞などでご存じかと思いま

すが，大阪府では44年度1こ「府立消費生活センター」

を設置すべく検，了寸いたしております。

次に，第13条では，意思反映の権利といいますか，

消費者の意思を国なり，地方公共同体なりに反映させ

るための制度をつくらなければいけないということが

掲げられています。私どものほうでは， 180名の方々

に消費生活モニターをお願いいたしまして，たえず消

費生活に関するいろいろな問題について府民の方々の

意向の把握に努めております。

それから，第15条には苦梢処理体制の整備，これは

非常に重要なことでございまして，保健所あたりへも

いろいろと問題が持ち込まれているのではないかと思

うのでございますが，第 1項では事業者は消費者との

取り引きで出てまいります苦情を適切迅速に処理でき

る体制の照備をやらなければならないと規定していま

す。

そのほか，苦情処理の体制の整備に関しましては，

市町村の果たす役割りが非常に重要でありますので，

地域住民に密着した市町村で，苦情処理のあっせんを

することを規定しております。

次の第3章では，別にお話しするようなこともござ

いませんのですが，消費者の組織化ということで，実

質的な組織活動が促進されるような施策を講じなさい

ということをいっております。

それから，第4章ではとくに注目をひきますのは，

消費者保護会議というものを規定している点でありま

す。これは，会長が内閣総理大臣でございまして，委

員が各行政機関の長ということで，どちらかと言えば

閣僚会議でございます。したがいまして，本来ならば

閣僚会議が行なわれればそれでいいじゃないかという

ことになるのですが，やはり消費者問題につきまして

は，特に念を入れて取りあげてもらう必要があるとい

うことで，通常の閣僚会議において議題の一端として

取り上げるだけでなく，特別にこのような消費者保護

会議というものを開いていただいて，そこでいろんな

問題を十分検討していただ＜，そういう趣旨のもとに

設けられているわけでございます。

そのほか，きょうのテーマの関係といたしましては

附帯決議の中で食品衛生法の改正とか，薬事法の改正

とかいろいろな問題があるわけでございますが，この

ことに関しましては，先ほどもお話し申し上げました
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ように，去年の8月6日に第 1回の消費者保護会議が

開かれまして，食品衛生法につきましては，やはり，

食品の成分規格の明確化について検討しなおさなけれ

ばならないのではないか，特に標示制度は不十分だと

いうことで，椋示制度の箱囲をもっと拡げていかなけ

ればならないということ，また監視体制を強化してい

かなければならない，そういう点が問題になっており

ますのと，最近やかましく論ぜられております食品添

加物の規制の問題，あるいは残留）塁茉の問題などにつ

きまして， これから規制の強化を検討しなければなら

ないのじゃないかと， こういうふうなことがいわれて

いるわけでございます。

それから，槃事法につきましては，サリドマイド睡

眠薬の問題がございましたが，あのような思わぬ副作

用が起りましても直ちにその製造承認を取消せるよう

には法律がなっていなかったという不備があったわけ

であります。

したがって，厚生省の方では， このような副作用の

問題につきましては，使用上の注唸拝項の記載の追加

とか，使用対象の制限，あるいは製造の中止などの措

置を迅速に溝ずる体制を強化しようとしているようで

あります。

それから食品衛生法では，従来どちらかといえば衛

生面だけが璽視されていて，衛生的に問題がなければ

それでよいではないかということで，表示制度が非常

に不備だったのでございますが，股林物資規格法など

とも関連してこれら表示制度を改善していかなければ

ならないということで， 1月係各省問で十分連絡をとり

ながら検討を進めることになっております。

大阪府としての対策

ところで，大阪府におきましては，この，消費者保

護基本法ができる以前—-39年頃から企画部が中心

となりまして，各部との連絡調幣をはかりつつ，各種

の消費者対策を進めてまいっております。

具体的に申し上げますと，衛生部関係では，食品衛

生や薬事の監視取締り問題，商工部では計量や高圧ガ

スの取締りの問題， あるいは中小企業・商業の近代

化，合理化の問題―これは流通機構の改善の問題に

なるわけですが一ー，また農林部では，生鮮食料品の

流通機構の近代化・合理化の問題，あるいはお米の配

給のことなどであります。

企両部では，庁内で消費者対策会議を設置いたしま

して， これら広範にわたる消費者行政の一元化をねら

いますとともに，大阪府消費者問題協議会一一これは

審議会ではありませんが， これに近い性格の協議会で

ありますが一を設置いたしまして，大阪府の消費者

行政はどのように推進されるべきであるかというふう

な問題について検討していただき， これを行政に反映

させるように努めております。また， このほか消費者

啓発のための各稲T拝業の推進にあたっております。

この消費者啓発関係事業の推進にあたりましては，

先ほどお話しされました奥村先生が主宰されておりま

す。

財団法人関西消費者協会にいろんな下業を委託して

いる次第であります。

(1) 消費生活リーダーの捉成，すなわちそれぞれの

地域におけるいろんな消費者問題につきまして， リー

ダー的役割を果たす人達を旋成することが必要じゃな

いかということで，各地で講座を開催いたしました。

43年度は， 6ヵ所で開催したのですが，最終的には448

名の方が修了されました。

(2) 巡回消費者教育行事ということで，府下の各地

域で「消費者のつどい」を行なっております。この行

事は，消費者問題についての語演を中心として，映画

やパネル展示などを行なう一方，会場で消費者相談や

苦情相談に応ずるというつどいでございまして， 43年

度は10地区で実施いたしました。

(3) 消費生活コンサルタントの無料派遣を行なって

おります。これは市町村なり，あるいは，消費者団体

などが消費者問題についての研究会を行なう場合，府

の方で費用を負担いたしまて，希望するテーマに造詣

の深い先生方にお願いして，講演などに行なっていた

だく制度であります。

(4) 「消費者情報」という雑誌を発行しておりま

す。これは消費生活の充実，向上に役立つような，い

ろいろな情報を消費者の方々に提供しようということ

で，ただいまのところ隔月間で 9月から発刊しており
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ます。 一番関係の深いのは，何といいましても食品衛生関係

(5) 消費生活の合理化をはかるための普及資料とし だろうと思います。そういう意味もありまして，衛生

て，各種のパンフレット， リーフレットを発行し，各 関係のうちの特に関連の深い，食品衛生行政との関連

方面へ配布しております。 につきまして，田辺先生からお話しをお伺いしたいと

(6) 年 1回，消費者研究発表大会を開催しておりま 思います。

す。これは，府下で消費者問題と取り組んでいる団体

が10数ありますが，それらの会員を中心とし，また広

く一般府民にも呼びかけて，一堂に参集していただき

各団体の研究成果や実践活勁の状況を相互に発表しあ

って，認識を深めていただくための大会であります。

(7) 消費者団体の育成強化という点に関しまして

は，府下にあります消費者団体のうち，主要な 8団体

につきまして，連絡協議会を設けて定例的に会合し，

団体相互間の連絡協調をはかりますとともに，行政と

団体との連絡の場としても役立たせております。また

この連絡協議会におきましては，各種の問題について

全員で検討を行なうことはもちろん，その解決のため

具体的な運動も行なっているような次第であります。

最近， この連絡協議会では， ‘‘自然色の食品を食べ

ましょう"という運動を展開しております。

食品添加物に関する消費者の関心を高めるとともに

業界の反省を促すてはじめとして， 自然色の食品を食

べましょうという運動を展開しようと考えているよう

な次第であります。それから流通機構の近代化・合理

化の問題に関しまして，私どもといたしましては，生

鮮食料品の流通において，低温流通機構，すなわちコ

ールドチェーンをとり入れていかなければならないと

考えております。したがいまして，現在種々の角度か

らその実情を調査研究いたしております。

そのほか，先程も触れましたが， 44年度には，消費

者利益の擁護とその増進をはかるための総合的なセン

クーとして，消費者相談や苦消処理，各稲資料展示，

講座・講習会の開催，消費生活,cooする各種情報の収
集，提供，あるいは商品テストなどを行なう消費生活

センターを設置いたしたいと考えている次第です。

食品衛生行政との関連

朝倉 ありがとうございました。黒川さんからは，

消費者保護基本法の全体を通じて，どういう問題点が

あるかということの解釈と，特に衛生に関係の深い条

項についてのご説明並びに大阪府ではそれらの問題に

どういうふうに取り組んでおるかと，それにはどうい

う制約があるかということについてお話しを伺いまし

次に，基本法はずいぶん広範な問題を含むものであ

りますけれども，きょうご出席の皆さま方にとっては

田辺 食品衛生行政は，ただいままでお話しがござ

いましたように，消費者保護の中でも最も中心になる

ー一逆に言えば一番混乱しておる行政であろうという

ふうに考えられます。

こういうふうな食品衛生行政にかけられました期

待，あるいは責務というふうなものは非常に大きいも

のがあるわけであります。新しい食品衛生法が昭和22

年に制定されまして，それまでの警察行政にかわりま

して，科学的行政，技術行政，指導行政というふうな

今日の姿になって，すでに2砕Fたっておるわけでござ

いますが，この間，私どもの先蔽は国民生活を守る，

あるいは国民を危害から守るというふうな点で消費者

保護にまい進しておったわけでございまして，多大の

成果をあげてきておるわけでございます。

今日の食生活というものは，戦後の状況から想像で

きないように盟かになりまして，近代化し，多様化し

日本人ほどぜいたくな食品を摂取しておるものはない

といわれるほどでございます。

しかしながら，業者の混乱とか未文化の商業意識，

あるいは商業道徳の低下というふうなものは，過当競

争の傾向を助長いたしまして，企業が合理化をはかっ

ておるというふうなことよりも，当面の原価を安くす

るために奔走いたしまして，そのしわ寄せというもの

が食品に及んでまいっております。

私どもが，いままで最も危惧いたしておりました，

食品の安全とか，衛生というふうな面でさえゆるがせ

にされるような傾向が出てまいったわけでございま

す。農薬なんかは，世界でも例をみないほどたくさん

使うとか，あるいは使わなくともいいようなもの，正

しくない使い方をしておるような食品添加物もたくさ

ん出ておるということはご承知のとおりであります。
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こういうような食品の安全性，あるいは衛生に対し

ます疑惑というものが，物価の値上がりと縦横になり

まして，消費者の意識を高めてまいっております。

特に生きていくためには欠くことのできない食品に

対しまして，その目は特にするどくて，食品衛生行政

に対しまして一方では非常な失望を生み，その新生に

対しまして，新しい生まれかわりを激しく，きびしく

要求されておるようになってまいったわけでございま

す。

一方，この行政に従事しておりますわれわれにとり

ましても，いろいろの事故で得た棉い教訓というもの

を十分に生かし切れないでまいったもどかしさ，無念

さといったものをもって，毎日の業務を行なっており

ますが， 1日も早く正しい姿の行政というものを行な

いたいという強い願望をもってやっておるわけでござ

います。が， しかし時代の流れというものは，ついに

消費者基本法を生みまして，これを機会に食品衛生行

政のあり方につきまして，長年論争が行なわれており

ますそういったものとか，あるいは私どもの苦悩とい

うふうなものに終止符を打ちまして，再出発をすべき

時期になっておるのじゃないかというふうに考えられ

るわけでございます。

消費者保護基本法の制定によりまして，食品衛生法

が近く改正されるわけでございますが，これは， ライ

スオイルの事件のため若干おくれておりますが，その

方向につきましては，厚生省があちこちで発表してお

りますので，それを私なりにまとめてみました。

最近の情剪よりみまして，究極的にはその食品法に

進まなければならない。しかし，現段階では諸般の事

情があって，食品衛生法でいかなくてはならない。し

かし終極は食品法に進ませるというのが理念でござい

ます。

法律の目的といたしましては，現在は衛生上の危害

発生防止ということだけであったのですが，最近の梢

磐から，危害の発生防止にとどまらずに，国民の健康

の保持，増進をはかることを目的とするというふうに

改正されるようでございます。

食生活におきまして，食品に期待しておるものは何

であるかということを考えてみますと，それによりま

して命を維持するということが最も基本的なものでご

ざいますが，健康を保持するとか増進するというふう

な考え方，さらには，生活の楽しみとか， うるおいと

いうふうないろいろな段階の考え方があるわけでござ

います。

もちろんその前に消費者が当然の要求として，また

権利といたしまして，商品が安全であるとか，あるい

は衛生的であるといったことが根底にあるわけであり

ます。これが第一でございます。

第二番目といたしまして，営業者等に対する規制の

問題がございます。

いままでからも，清潔で衛生的ということが訓示規

定として食品衛生法にあるわけでありますが，そのほ

かにも既設基準がございまして， これによりまして許

可が与えられておりますが，この既設基準は人には及

ばないわけでございます。が，しかし，設備というも

のを使いこなすのは人でございまして，その施設を生

かすも殺すのも使用する人の問題でございますので，

今後は，この取り扱いについての規制というものを加

えていきたい，現在でも指導票によりまして評価はさ

れておりますけれども，取り扱いというふうな，動的

なものをある一点で完全に実態を把握するということ

は非常に困難であります。

第三番目といたしましては，監視体制の問題がござ

います。そのためには，食品衛生監視員の増員とか，

活動費の増額とか，それに伴います試験検査設備の強

化ということが根本的な問題ではございますが，とう

てい増加する大半につきまして，現実に対処できませ

んので，監視指導というものの効率化，合理化をはか

ることが必要であります。

第四番目には，食中毒の発生率の高い施設あるいは

添加物の違反の多いような食品に関しましては，監視

を徹底するように，合理的な監視計画を設定して，玉

点的，かつ効率的に行なうこと。

第五番目に事務改善を行ないまして，食監が本来の

業務を行なえるようにすること，そういうことが勧告

でいわれております。

監視体制の強化につきましては，すでに若干の府県

で行なわれております指導班ー大阪府でも行なってお

りますが，そういうものを設けまして，従来の保健所

業務の応援体制をとるというふうなことは，きわめて

有効であろうと思います。

また，流通圏が拡大いたしておりますので，国な

り，各都道府県間の情報交換というものをうまくやっ

ていくために，ネットワークの整備をする必要があり

ます。

啓蒙教育と監視体制
第六番といたしましては，啓茉教育の問題がござい

ます。まあ，行政はもちろんでございますが，正しい

知識というものを食品を提供する側も，あるいはこ

れを食ぺるほうも両方とももつということが肝要でご

ざいます。現在，保健所でも知識の普及ということを
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行なっておりますが，食品衛生につきましては今後特

に強化していく必要がございます。

営業者につきましては，保健所なんかですでにいろ

いろ実施されておるところでありますけれども，いま

だ完全でございません。

最近の消費者保護行政の中における営業者の立場と

いったもの，あるいは使命といったものを徹底的に教

育する必要がございます。また，消費者の苦情をみて

みますと，消費者自身が正しい知識をもっていれば解

決できるような問題が多いので，消費者一般に対する

普及もきわめて大切でございます。いずれにいたしま

しても，苦情処理の必要が起こっております。

現在保健所の行なっております業務というものも，

事業者に苦情処理体制を整備させますとともに従来ど

おりの相談業務というものを強化していく必要があろ

うというふうなことでございます。

こういうふうな苦情とか，疑問が出ました場合は，

正しい知識を普及するのに最もよい機会であると思う

のであります。こういうことが国の考え方として出さ

れておりますが，今後私ども現場では，一体どうい

うふうなことになろうかということが，ますます伸び

てまいります標示制度の内容との適合ということにつ

いて問題になろうかと思うのであります。

それともうひとつ，私どもが悩んでおりますのはマ

スコミの問題でございますが，これにいかにして正し

い知識を知ってもらうかということ， どうしてやって

いくかということ，また，そういうふうなものをもっ

てもらったうえで，今後どういうふうにわれわれの仕

事に協力してもらうかというようなことがございま

す。

監視体制の賂備の問題につきましては，いままでか

ら言い古された問題がございますが，きまり文旬の，

予算がない，人がないできておったんですが，最近で

は食監になり手もなくなってきたというふうな時代に

なってきております。ことにと畜検査員なんかは保健

所の意志が足らなくてほんとうになり手がなくて困っ

ておるわけですが，それにもまして非常に将来の大き

な問題になろうというふうに考えております。

そのほかに，実際の業務といたしまして，許可業務

なんかが非常にウェートが璽い。あるいは監視業務が

マンネリ化しておるというふうなことがございます

が，これは，厚生省のほうでそういったものを整理し

たいとか，改正をしたいとか言っておりますので，そ

れに期待したい，そういうふうに思います。

それと，専門的な知識，あるいは技術の習得といっ

たもの，研修というものを今後はさらに強力に行なう

必要がある。さらには試験検査機関の整備でございま

すが，これを整備し，片一方では研修というものを並

行させる必要があろうと思います。

指導班の問題でございますが， これは当初岩干保健

所のトラプルがあろうということも現に聞いてはおり

ます。大所高所から考えまして，現在の体制では指導

班によって保健所業務を応援していくということが一

番望ましいのではないか，さらにはそういったものが

強力になりまして，インスペクターセンターというふ

うなものをつくるとかいうふうなことも必要になろう

と思います。

現在，保健所問題といたしまして，対人サービスが

ますます細分化していくし，監視業務というものは集

中化していくし，言い古されてはおりますが，保健所

問題というものはあらためてここでむし返す必要もあ

ろうというふうに考えます。

そのほか業者の実施機関の育成の方法とか検査機関

を，どうしても衛研だけではとうてい処理できないで

あろうというふうなことを考えまして，いかにして開

拓し，育成していくか，消費者教育につきましては，

非常に言うはやすくして行なうは難しでございまし

て，特にこういうふうな大都会で消費者組織というも

のは，いかにして組織されていくか，あるいは育てて

いくかというようなことも非常な問題をかかえておろ

うと思います。

いままで経済に仕えておりましたわれわれの生活と

いうものは，逆に今度は，経済というものは生活に奉

仕すべきであるというふうな，国民生活優先の原則と

いうもので一切の行政が行なわれていかねばならない

わけでございますが，ことに生命に密着いたしており

ます，食品衛生行政というものは，消費者行政の中核

となってまいっておりますし，これに対処できる体制

というものを，大所高所から考えまして，また，国民

すべてが正しい知識と理解とをもって，行政も，業者

も，消費者も一緒になって取り組まなければならない

というふうに考えられます。現在の食品衛生法ができ

ます前の昭和22年の草案には食品法という名前でござ

いまして，国民に提供する食品の衛生的及び栄旋学的

に完全なものとして云々，とございまして，こういう

ふうな当初の理念に早くもっていきたいというふうに

考えております。

そのほか栄旋士の方もおいででございますので，消

費者保殿におきます栄挫の立場というものも若干考え

ていく必要があろうかと思います。現在いろいろ新し

い食品が登場したり，加工食品が非常にふえてまいっ

たりというふうなことで，献立の栄養価を知るという
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ことは非常に困娃になってきておりますし，成分表に

よります価というものと現実にあるものとには相当の

開きがあるというふうなことから現場の皆さん方は，

その指導に頭を痛めておられるところでございます。

そういった意味では，身近な加工食品とか，新しい食

品の分析を積み重ねていくということが必要であろう

というふうに考えます。

今後，人口問題につきましては，問蹂がございまし

て，栄捉の占める位四というものは非常に高くなって

まいっておりますし，特に消費者教育におきます立場

というものが大きな役割をもっておるというふうなこ

とを自覚していただきまして，その方向での活動とい

うものを今後とも十分考えていく必要があろうかとい

うふうに考えております。

兵庫県での具体例

朝倉 ありがとうございました。田辺課長からは消

費者基本法ができた時、点におきまして， これまでの食

品衛生行政の不十分な点を反省した上で，今後辿むべ

き施策の方向として6つの点をお間かせいただきまし

た。

かなり，それについての具体的な考えをお述べいた

だきました。同時にこういう問題を突っ込んで考えま

すと，単に食品衛生行政だけではなくして，衛生行政

全体，別にいいますと，保健所そのものはどうなるか

というような問題にも発展するというふうなご指摘も

ございましたけれども， これはあとで参会者の皆さん

からいろいろご意見を伺って協議したい点だと息いま

す。

先ほどから黒川さんからもお話があったのですが，

大阪府では44年度から，消費生活センターというもの

を計画なさっておられますけれども，兵庫県ではすで

に手をつけていろいろな活動をやっていらっしゃいま

すので，その経験をお伺いしたいと思います。

上田 兵庫県では昭和38年から，いわゆる生産者サ

イドに立った行政の中から，いわゆる消費者サイドに

立った行政として何が必要だというところから，昭相

38年からそういうようなものを一本化いたしましたよ

うな形で，生活の科学化という柱を兵庫県政の中に設

けたわけでございます。

いわゆる衛生，農林，尚工，各部各局の仕事を全部

一本にまとめましたような考え方で，県民生活に関連

のある業務をさらに積極的に強く進めていこうじゃな

いかという考え方で，昭和38年からそういう仕事が始

まったわけでございまして，それと相前後いたしまし

て―いまどきに申しますと，消費者保護という，あ

るいは消費者教育という考え方の拠点，あるいはそれ

らの消費者教育，消費者保護ということが具体的に，

実際的に県民の中に溶け込んで行なわれるような場所

といたしまして，生活科学センター，現在いわれてお

ります消費者センター的なものが必要だというところ

で， 40年の11月に発足したわけでございます。

この仕'」iは大阪府と同じように，県の企圃部生活，，果

に属する中央機関として条例で制定されておるわけで

ございます。条例の内容にもございますように主な業

務は，展示業務，それから消費生活に関するあらゆる

相談業務，それから生活の科学化を辿めていく上に必

要な商品を中心とした試験，研究—商品試験でござ

います。

それと，消費者教育としての誂座，講習会，そうい

うふうなものが中心に行なわれておるわけでございま

す。特に展示ホールと消費生活に関する相談というも

のが璧点に行なわれておるわけでございまして， /J足示

ホール等におきましては，時代に即応した一般消費者

として必要な商品知識や問題点などのタイアップある

いは情報提供のためのいろんな商品展示を行なってお

るわけでございます。

大体年間 4回ないし 5回， 2ないし 3選するごとに

内容をかえていくという考え方でございます。

消費生活に関する相談は，いわゆる買い物相談，脳j

品の苦情相談，栄捉と献立相談というような，非常に

幅広い相談業務を行なっておるわけでございまして，

大体 1ヵ月120件から150件，件数としては多いか少い

か，私はこの判断に苦しむわけでございますが， 1日

3件から 5件程度，相談五ーナーのイスにすわってじ

っくり腰を落ちつけて相談するという件数は120件か

ら150件という実態でございます。

商品テストの関係につきましては，やはり何と申し

ましても食品関係が多うございます。試験室の設備自

身も食品及び紘維を中心とした商品テストの器材を備

えておるわけでございます。

本年度は， 4月から12月までに行なった商品テスト
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の件数は，大体，繊維関係で 60, 食品関係で 289,住

居関係で35,電気が15, ガス，その他28, 427件行な

っておるという状況でございます。

そのほか，生活の科学化，いわゆる消費者教育のた

めの，消費者講座講習会といたしましては，名前は

りっばでございますが，生活大学という名前のもの，

あるいは生活科学講座というふうなもの， これには一

般コースだとか， OLコースとかございます。あるい

は商品研究会，調理科学教室やグループや婦人会の方

々を対象とした， 1日だけの教室というふうなものも

開催いたしております。

現在担当しております職員は，総数，所長以下14名

でございます。そのうち技術職員が5名おります。科

学分析のできる識員が2名，あと 3名は，いわゆる，

衣，食，住に分けました，家政学科を出ました被服再

攻，あるいは住居学専攻， もう 1名は管理栄養士の免

許を持った女子戦員でございます。

まあ，場所がらと申しますか，比較的関心も深うご

ざいまして，昨年末までに， 3年ちょっとでございま

すが， 70万人， 1日平均700人前後の来場者があると

いうのが現状でございます。

また，昭和44年度からは大阪府にもこういうものが

できるわけでございますので，お互いに横の連挑をと

りながら，この新しい行政に取り組んでいきたいと思

っておるわけでございますが，何ぷんにもサービス行

政でございますから，どこまでという限界はないと思

っておるわけでございますが，やはり，ワクというも

のがそれぞれの場合にあろうかと思うわけでございま

す。

また，どうも一般消費者の方々は，ことばの端々だ

けお聞きになって帰られる場合が多うございます。食

品添加物全体のお話を申し上げましても，その中のほ

んの一部だけをお聞きになって一ーわれわれはそれが

一番こわいわけでございまして，正しい知識として受

けとめていただくように，今後も努力を続けていきた

いと思っておるわけでございます。

もしそういうような場合がございましたなれば，ひ

とつよろしくお願いいたしたいと思うわけでございま

す。

衛研の発展と今後…

朝倉 ありがとうございました。上田先生からは兵

庫県の生活科学センターの実態と，その幾つかの問題

点，特にこういうふうな問題が出てきておりますが，

安全には消費者のサイドに立ち得ないような苦悩につ

いてお話を伺いました。

次は，中山先生をお迎えいたしますけれども，大阪

市の衛研は，かっては生活科学研究所というふうな名

前でやっておられたように記憶しております。市民の

生活科学センターというふうな計画があったと思うん

ですけれども，それがこういうふうな名前になった経

過の中で，やはり伝統的にそういうふうな機能を果た

しておられるとは思いますけれども，現在消費者基本

法というようなものができた段階において，今後衛研

はどういうふうに発展，強化していくかということに

ついてお話を伺いたいと思います。

中山 現実を少し申し上げてみたいと思います。

私たちのほうは，商品悪の問題と取り組んでおるわ

けでございますが，実際に試験検査機関というもの

が，どのように一般国民の方なり，あるいは消費者の

方が考えておられるか，非常におかしいなという気が

してしようがないんです。これはいまお話があった兵

庫県の方に多少まずい点があったらお許しをいただき

たいのでございますが，この消費者基本法でも，商品

テストの機関をつくるというようなことが苔いてあり

ますけれども大体百貨店の商品テストくらいの簡単

なものと考えてやっておるようですね。しかし，実際

にどうかというと，たとえば食品の基本的な問題とし

て，栄従分析がやれるところがあるかというんです。

栄養分析 これは，たん白質が幾らとか，含水炭索

が幾ら，ピタミンが幾ら入っておるかということをき

ちっとやっているかということですね。

西日本では当所しかないんですよ。やれるところは

あるのだけれどもやっていないのです。栄捉分析とい

うことは理屈ではたいしたことはない， しかし骨がお

れます。やろうと思ったら， 2人や 3人の職員でやれ

るものじゃないんです。私のほうでは，昔から消費生

活関係の検査というものを歴代やってこられた。いま

さらやめるわけにはいかないから，みな断わらずにや

っておりますが，栄掟分析をしてほしいという業者は

いくらでもあるんです。

数年前までは神戸市においてちょっとやってくれて

たんだけれどもあんなものはしんどいからやめや，

といづてやめてしまった。大阪府はときどきやってく

れはるけれども，大阪市がやっているからやめです

わ，といってやってくれません。

九州へ行ったら，九州にはどこにもないんです。九

州の業者がみんな大阪市にたのみに来る。ことに私の

ほうはぐちを申し上げますけれども，そういう栄養分

析というものを確実にやっておるという研究所，ある

いは試験機関というのが，西日本では大阪市立衛生研

究所だけしかない。
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東京もどうやらないらしいんですね。東京都の衛研

を調べてみたら，やっぱり栄掟分析はやっていませ

ん。国立栄蓑研究所があるからあそこでやっているか

と思ったら，あそこもやっていないようですね。

だから，私は消費者を守るためにやっぱり品質を確

保する行政をやろうと思って，やる場合にはもちろん

栄狸分析もできるような設備を持っておられるんだけ

れども，技術者5人でできるはずがないんです，実際

は。

私どものほうでは，食品関係の化学関係だけで，課

長だけでも 5人おります。

ご承知のように，ひとつのリージオンに国立の試験

機関をつくって，確かに消費者保護的な検査をやって

おるんです。たとえば，タラバガニのかん詰が本当に

タラバガニであるかどうか，ほかのカニと間違ってい

ないかというふうな検査をします。これは割に簡単だ

と思うんです。組織標本をつくって，その特長を握っ

ておれば，あんなむつかしい科学的なことをやらなく

てもできるかもわからぬ。

そういう形の検査の方法というのは非常に開拓して

おります。あるいはインチキな錠剤を見つけるために

いわゆる錠剤学といいますか，そういうものを一生懸

命やって，できるだけ簡単にうまく見つけられるよう

な試験研究の方法の開拓というものもやっておりま

す。

朝倉 いまの中山先生のいわれたことにも関連する

わけなんですけれども，端的に消費者行政は，産業行

政のある発展段階にあるのだと，こういうことを知り

ましたけれども，これはつまり，本質としてそう考え

られるということでございます。

本質というのは，つまり動機とは別に，いろんな動

機で立法化され，行政が行なわれるわけでございます

けれども，その与えた効果といいますか，結果はどう

なっているかという立楊からみているわけです。

こういう立法が成立したり，あるいは行政が行なわ

れるについては，やはり消費者からの自主的な活動，

運動がなければなりませんし，また，進歩的な官僚の

努力が必要なわけです。産業行政だからといって，ほ

っておいたらそうなるというわけのものではないので

すね。私がいま申しましたのはそういう意味で，結果

を反省すると，こういうような意味をもっということ

です。

これを，立法をますます発展させるためには，消費

者も，官僚も，行政界もますます努力しなければいけ

ないわけです。私は，いま中山先生がいわれたような

問題も，やはりそれを支える消費者の運動なり，支持

というものがなければ十分やっていけないということ

なので，何か冷たい解釈を与えたような感じがいたし

ますので，ちょっとつけ加えさしていただきまます。

婦人団体とその運動

奥村婦人団体というのは，大阪に八個師団ほどあ

るのですけども，おっしゃるように幹部のおばさんの

サロンでございます。名簿はあるかもしれませんけれ

ども，その会員にメンバーシップという意識はござい

ませんね。また，消費者団体であるかのように取り扱

われておるわけなんです。けれども，あの人たちがや

っている‘‘婦人運動"いまは消費者物価問題を一生懸

命やっておられるわけです。要するに家庭生活の中と

か，周辺の問題を取り上げていかれるでしょう。

そうしますと，今度は消費者物価問題がいやになれば

公害問題をやるとか，教育問題とかをおやりになるわ

けです。そういう意味で私どもは，あれは「消費者団

体」とも考えていないわけです。

消費者というのは何も主婦ばかりではございませ

ん。国民全部が生産者であると同時に消費者だといえ

るわけです。

そういう立場をかりますと，その人たちの消費者と

しての組織というものは，いまのところ何もございま

せん。

この私も，関西消費者協会に加わっておるわけです

けれども，これも組織はないわけです。けれども，何

とかして組織をつくりませんと，有力な発言もできま

せんし，また，皆さん方ご承知のように，技術者とい

うのはみな良心的な仕事をするわけですけれども，一

つの体制の中に入りますとなかなか思うようにはいか

ぬわけです。

大体，私の計画は，今後 5年間に10万人ぐらい組織

したいと， 10万人ございますと一ーいま大阪の主婦連

が，キッコーマンしょうゆの不買運動をやっておられ

ますけれども，ちっとも効果がありません。キッコー

マンはちっとも弱っていません。実際売れているんだ

から。（笑声）ひと握りのおばさん連じゅうがワイワ

イいって，それを新聞に書きたてておるものだから，

何か大きな事件のようになっていますけれども，実質

的にはほとんど影轡ございませんね。これではやはり

困るわけです。まあ， 10万といってもなかなかですが

年々 ， 2,000人ずつリーダーを菱成しまして，そのた

めに 3ヵ月にわたりまして組織的な教育をするわけで

すが，その人たちがそれぞれの居住地域において10人

の会員といいますか，同志を獲得してくださると，こ

ういうことです。
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